
電子機器の使用制限緩和概要（区分一の航空機内のケース）
別添(2)

○ 平成26年9月1日より、航空機内における電子機器の使用制限を緩和

平成２６年９月

※ 以下は、電波に対して最も耐性のある航空機（区分一 ： B787,B777,A320等）の場合です。

○ 電波に対する航空機の耐性ごとに使用可能な電子機器と時間帯を拡大

ご搭乗の航空機内で使用可能な電子機器については、各航空会社にお問い合わせ下さい。【８／３１まで】

ドアクローズ時使用禁止

【９／１から】常時使用可能

【以下例示】

○機内モードで機内Wi-Fiシステムに接続する電子機器
（航空機外の通信設備に無線通信しない状態）

ドアク ズ時使用禁止

○作動時に通信用の電波を発射する電子機器
【以下例示】

・携帯電話（機内モードでBluetooth接続）

パソコン（機器同士で接続） （航空機外の通信設備に無線通信しない状態）

・携帯電話

・スマートフォン

・タブレット端末 等

・パソコン（機器同士で接続）

・無線式ヘッドホン

・無線式マウス 等

○機内の電子機器同士で無線通信を行う電子機器
（航空機外の通信設備に無線通信しない状態）

・機器間同士の通信を行う機器

・無線式ヘッドホン

【８／３１まで】

上空を飛行中のみ使用可能

○作動時に通信用の電波を発射しない電子機器
【以下例示】

・無線式マウス 等

○作動時に通信用の電波を発射しない電子機器

・ ﾃﾞｼﾞﾀﾙｵｰﾃﾞｨｵ機器、ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾒﾗ
有線式ﾍｯﾄﾞﾎﾝ GPS受信機

パソコン・電子ゲーム

【 例 】

・機内ﾓｰﾄﾞで機内Wi-Fiｼｽﾃﾑに接続する機器

・電子ゲーム、パソコン（電波オフ）

・ﾃﾞｼﾞﾀﾙｵｰﾃﾞｨｵ機器
・ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾒﾗ 有線式ﾍｯﾄ ﾎﾝ、GPS受信機

ﾋﾞﾃﾞｵｶﾒﾗ、電子手帳 等

９／１以降も引き続き使用禁止（着陸後の滑走終了後は除く）

航空機 備 無線 機

ﾃ ｼ ﾀﾙｶﾒﾗ
・ﾋﾞﾃﾞｵｶﾒﾗ 等

○その他
ﾄﾗﾝｼｰﾊﾞｰ、ﾗｼﾞｺﾝ、無線式ﾏｲｸ 電子ゲーム携帯電話 ・PHS・ｽﾏﾎ パソコン

モバイル
Wi-Fiルータタブレット端末

○航空機外の設備と無線通信を行う電子機器
【右記例示】
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電子機器等を定める告示の見直しの概要
別添（1）

平成２６年９月

【表１】 航空機区分 ﾀｲﾌﾟⅠ ﾀｲﾌﾟⅡ ﾀｲﾌﾟⅢ ﾀｲﾌﾟⅣ○ 航空機を電子機器から発射される電波に 【表 】 航 機 分

通信等に必要な電波
に対する耐性 有 無 有 無

微弱な不要電波に対
する耐性 有 有 無 無

○ 航空機を電子機器から発射される電波に
対する耐性ごとに表１に示すとおり４つに区分

○ 電波に対する航空機の耐性に応じ使用制
限する電子機器の品目と使用制限時間帯を

現行 見直し内容 （平成26年9月1日～）

区分一 (ﾀｲﾌﾟⅠ) 区分二 （ﾀｲﾌﾟⅡ） 区分三(ﾀｲﾌﾟⅢ/Ⅳ)

する耐性 有 有
表２に示すとおり規定

【 表２ 】

「無」には、電波に対する耐性の評価を実施していないものを含む。

電 子 機 器 全ての
航空機

区分一 (ﾀｲﾌⅠ) 区分二 （ﾀｲﾌⅡ） 区分三(ﾀｲﾌⅢ/Ⅳ)

「例」 B787,B777,A380
,A320,CRJ100/200,
B767(一部を除く),
B737(一部を除く) 等

「例」 SAAB340B,
DHC8-Q300/100,
B767(一部）、
B737（一部） 等

一部のﾍﾘｺﾌﾟﾀｰ 等

B737( 部を除く) 等 B737（ 部） 等

①作動時
に通信用

携帯電話【通常ﾓｰﾄﾞ】、
ﾄﾗﾝｼｰﾊﾞｰ、無線操縦玩具、無線式ﾏｲｸ等 × ×※ ×※ ×※

携帯電話【機内ﾓｰﾄﾞでBluetoothに接続】、

○
に通信用
の電波を
発射する
電子機器

機
機内の電子機器同士で無線通信を行うもの、
無線式ﾍｯﾄﾞﾎﾝ、無線式ﾏｳｽ等

× ○ ×※ ×※

携帯電話注）、携帯情報端末注）、ﾊﾟｿｺﾝ注） 等

注） 機内ﾓ ﾄﾞで機内無線LANｼｽﾃﾑに接続 △ ○
該当なし

（航空機の耐性上、ﾀｲﾌﾟⅡ・Ⅲ・Ⅳの航空機には機

（注１） ○ 使用制限無し △ 上空を飛行中を除き ﾄﾞｱｸﾛ ｽﾞからﾄﾞｱｵ ﾌﾟﾝまで使用禁止

注） 機内ﾓｰﾄ で機内無線LANｼｽﾃﾑに接続 ○
内無線ＬＡＮｼｽﾃﾑが装備できないため）

②作動時に通信用の電波を発射しない電子機器

携帯電話【機内ﾓｰﾄﾞ】、ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾒﾗ、DVDﾌﾟﾚｰﾔｰ 等 △ ○ ○ △※

（注１） ○ ： 使用制限無し △ ： 上空を飛行中を除き、ﾄ ｱｸﾛｰｽ からﾄ ｱｵｰﾌ ﾝまで使用禁止

× ： ﾄﾞｱｸﾛｰｽﾞからﾄﾞｱｵｰﾌﾟﾝまで使用禁止 ※ ： 着陸の後、滑走路を離脱し誘導路に入った時から使用可能

（注２） 電子機器利用の際には、周囲の旅客に対して迷惑を及ぼさないよう、ご配慮願います。

（注３） 同じ型式の航空機であっても使用可能な電子機器が異なることがあるため、ご搭乗の航空会社にお問い合わせ下さい。
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○ 航空機の運航の安全に支障を及ぼすおそれのある電子機器等を定める告示（抄） 

（平成１５年１０月１０日国土交通省告示 第１３４６号） 

（※ 下線部：今回改正する箇所） 

（航空機の運航の安全に支障を及ぼすおそれのある電子機器） 

第１条 航空法施行規則（以下「規則」という。）第１６４条の１５第４号の告示で定めるものは、次の表

の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる物件とする。 

 

区分 
物件 

航空機の種類 航行の段階 

一 携帯型電子機器

から発射される航

空無線に割り当て

られた周波数帯以

外の電波に対する

耐性及び携帯型電

子機器から発射さ

れる航空無線に割

り当てられた周波

数帯の電波（当該

電子機器を作動さ

せることに伴い発

射される高調波を

除く。）に対する耐

性がある航空機 

離陸のため航空機の

全ての乗降口が閉ざ

された時から着陸後

の滑走が終了する時

まで 

次に掲げる物件であって、作動時に通信用の電波を発射す

る状態にあるもの 

一 携帯電話（航空機外の設備と無線通信を行う状態にあ

るものに限る。） 

二 ＰＨＳ（航空機外の設備と無線通信を行う状態にある

ものに限る。） 

三 トランシーバー 

四 無線操縦玩具 

五 マイク（無線式のものに限る。） 

六 パーソナルコンピュータ（航空機外の設備と無線通信

を行う状態にあるものに限る。） 

七 携帯情報端末（航空機外の設備と無線通信を行う状態

にあるものに限る。） 

八 電子ゲーム機（航空機外の設備と無線通信を行う状態

にあるものに限る。） 

九 携帯型データ通信端末（航空機外の設備と無線通信を

行う状態にあるものに限る。） 

二 携帯型電子機器

から発射される航

空無線に割り当て

られた周波数帯の

電波（当該電子機

器を作動させるこ

とに伴い発射され

る高調波を除く。）

に対する耐性があ

る航空機（一の項

に規定する航空機

を除く。） 

上欄に同じ 次に掲げる物件であって、作動時に通信用の電波を発射す

る状態にあるもの 

一 携帯電話 

二 ＰＨＳ 

三 トランシーバー 

四 無線操縦玩具 

五 ヘッドホン（無線式のものに限る。） 

六 イヤホン（無線式のものに限る。） 

七 マイク（無線式のものに限る。） 

八 ＩＣタグ（電池式のものに限る。） 

九 パーソナルコンピュータ 

十 携帯情報端末 

十一 電子ゲーム機 

十二 携帯型データ通信端末 

十三 前各号に掲げる物件以外の物件であって、他の電子

機器と無線通信を行う機能を有するもの 

三 一の項及び二の

項に規定する航空

機以外の航空機 

離陸に引き続く上昇

飛行が終了した時か

ら着陸のため降下飛

上欄に同じ 
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行が開始される時ま

で 

離陸のため航空機の

全ての乗降口が閉ざ

された時から離陸に

引き続く上昇飛行が

終了する時まで及び

着陸のため降下飛行

が開始された時から

着陸後の滑走が終了

する時まで 

一 二の項物件の欄第一号から第四号まで及び第七号か

ら第十三号までに掲げる物件（作動時に通信用の電波を

発射しない状態にあるものを含む。） 

二 テレビ受信機 

三 ラジオ 

四 ポケットベル 

五 ＧＰＳ受信機 

六 ビデオカメラ 

七 ビデオプレーヤー 

八 ＤＶＤプレーヤー 

九 デジタルカメラ 

十 デジタルオーディオ機器 

十一 ヘッドホン（有線式のものであって、電池式以外の

ものを除く。） 

十二 イヤホン（有線式のものであって、電池式以外のも

のを除く。） 

十三 ワードプロセッサー 

十四 電子手帳 

十五 電子辞書 

十六 プリンター 

十七 充電器 

十八 愛玩用玩具（音声又は接触に感応してスピーカー及

びモーターが作動するものに限る。） 

 

（参 考） 

○ 航空法（昭和２７年法律第２３１号）（抄） 

（安全阻害行為等の禁止等） 

第７３条の４ （略） 

２～４ （略） 

５ 機長は、航空機内にある者が、安全阻害行為等のうち、乗降口又は非常口の扉の開閉装置を正当な理由

なく操作する行為、便所において喫煙する行為、航空機に乗り組んでその職務を行う者の職務の執行を妨

げる行為その他の行為であつて、当該航空機の安全の保持、当該航空機内にあるその者以外の者若しくは

財産の保護又は当該航空機内の秩序若しくは規律の維持のために特に禁止すべき行為として国土交通省

令で定めるものをしたときは、その者に対し、国土交通省令で定めるところにより、当該行為を反復し、

又は継続してはならない旨の命令をすることができる。 

 

○ 航空法施行規則（昭和２７年運輸省令第５６号）（抄） 

（安全阻害行為等の禁止） 

第１６４条の１５ 法第７３条の４第５項の国土交通省令で定める安全阻害行為等は、次に掲げるものとす

る。 

一 ～ 三 （略） 

四 航空機の運航の安全に支障を及ぼすおそれがある携帯電話その他の電子機器であつて国土交通大臣

が告示で定めるものを正当な理由なく作動させる行為 

五 ～ 八 （略） 

 

（注）上記法令の記載については、横書きに伴い所要の修正を加えています。 


